
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者   

8 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1  
及び注5の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに  

係る届出があったときは、注1及び注5の規定による届出があ  
ったものとみなす。   

9 利用者が連統して 30 日を超えて指定介護予防短期入所療養  
介護を受けている場合においては、30 日を超える日以降に受け  
た指定介護予防短期入所療養介護については、病院療養病床介  

護予防短期入所療養介護費は、算定しない。  
皿 栄養管理体制加算  

（－） 管理栄養士配置加算  12単位   

に） 栄養士配置加算  10単位   

注1（－）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

2 （二）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

いる場合は、算定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

血 痕養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも嘩合しているものとして都道府  

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養  

食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者   

8 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1  
及び注5の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに  

係る届出があったときは、注1及び注5の規定による届出があ  
ったものとみなす。   

9 利用者が連続して 30 日を超えて指定介護予防短期入所療養  
介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受け  

た指定介護予防短期入所療養介護については、病院療養病床介  

護予防短期入所療養介護費は、算定しない。  
」且 栄養管理体制加算   

卜） 管理栄養士配置加算  12単位   

に） 栄養士配置加算  10単位   

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

2 に）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

いる場合は、算定しない。  
イ 栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

皿 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府  

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養  

食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  
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ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて  
いること。  

」吐 特定診療費  
利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常  

的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ  

た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10．円を乗じて得  

た額を算定する。   

ハ 療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費   

（略）  

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入   
所療養介護糞  

（1） 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（1日につき）  
卜）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護責＝く大輔院等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費＝く従来型個室〉  

l 要支援1  833単位  

ii 要支援2  993単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護安川く多床室〉  

l 要支援1  944単位  

ii 要支援2  1，098単位  

に）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護責川）〈精柵病院等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉  

l 要支援1  766単位  

ii要支援2  934単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）〈多ほ〉  

l 要支援1  850単位  

ii要支援2  1，039単位   

（三）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（m）く榊科病院等〉  
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護糞＝く従来壁個室〉  

l 要支援1  743単位  

ii 要支援2  906単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川く多床圭〉  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容   

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して   

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて   
いること。   

特定診療費   皿  

利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常  
的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行っ  
た場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得  
た額を算定する。  

ハ 療養病床を有する診療所における介護予防短期入所療養介護費   

（略）  

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入   

所療養介護費  

（1） 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（1日につき）   

（－）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川く大学絹等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）〈従来型値圭〉  

l要支援1  833単位  

ii要支援2  993単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ji）く多床妻〉  

l要支援1  944単位  

ii要支援2  1，098単位  

に）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（汀）く紳輔院等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費＝く従来型個室〉  

l 要支援1  766単位  

ii要支援2  934単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）く相室〉  

1要支援1  850単位  

ii要支援2  1．039単位  

に）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）く榊科病院等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費＝く従来型麿圭〉  

l要支援1  743単位  

ii要支援2  906単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護糞川く多床室〉   
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l 要支援1  827単位  

ii要支援2  1，011単位  

（四）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）く榊棚院等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）く従来型個圭〉  

重 要支援1  730単位  

ii要支援2  890単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川）〈多床圭〉  

l 要支援1  814単位  

ii要支援2  995単位  

（五）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）く榊科病院等〉  

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉  

I 要支援1  668単位  

ii要支援2  828単位  

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（H）〈相室〉  

l 要支援1  779単位  

ii要支援2  933単位  

（封認知症疾患型経過型介堅予防短期入所療養介護薫い＝日につき）  

ト）‡認知症疾患聖経過型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）く鱒来型個室〉  

a要支援1  与印単位  

b 要支援2  三塁0単位  

（コ翠知症疾患畢経過型介護予防短期入所療養介護費川）く多床か  

a 要支援1  654単位  

l 要支援1  827単位   

ii要支援2  1，011単位  

（四）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）く精柵病院等〉   

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）く従来型個室〉  

■ 要支援1  730単位   

ii要支援2  890単位   

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）く多床圭〉   

l 要支援1  814単位   

ii要支援2  995単位  

（五）認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）〈精柵病院等〉   

a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護章（i）〈従来型個室〉   

l 要支援1  668単位   

ii要支援2  828単位   

b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）く多床圭〉   

l 要支援1  779単位   

ii 要支援2  933単位  

b 要支援2  835単位  

（3）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（1日につ  ‾ 

）  

（－）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）  

l 要支援1  946単位  

ii要支援2  1，101単位  

b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）  

l 要支援1  946単位  

ii要支援2  1，101単位   

に）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（：）  

a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（i）  

l 要支援1  857単位   

（2）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（1日に  ‾ 

き）  

（－）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川  

a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費‖  

l 要支援1  946単位  

ii要支援2  1，101単位  

b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（ii）  

l 要支援1  946単位  

ii要支援2  1，101単位   

に）ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川  

l 要支援1  857単位  

一6－  



ii要支援2  1，048単位  

b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（H）  

l 要支援1  857単位  

ii要支援2  1，048単位  

注1老人性認知症疾患療養病棟（指定介護予防サービス基準量．ユ旦2   

急に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。）  

を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であ  
って、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの  

として都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老  

人性認知症疾患療養病棟において、指定介護予防短期入所療養  

介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生  

労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状  

態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利  
用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚  

生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣  

が定めるところにより算定する。   

2 皿について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場  
合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  

を算定する。   

3 手Ij用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ  
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予  

防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に  

つき184単位を所定単位数に加算する。   

4 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護予防  

短期入所療養介護責（Ⅰ）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介  

護費川）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）、認知  

症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）若しくは認知症疾患型  

介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）又は認知症疾患聖経過型介護予   

曙短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれ、認知症疾  

患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の認知症疾患型介護予防短  

期入所療養介護費（H）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護  
真相）の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費回、認知症  

疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）の認知症疾患型介護予防  

短期入所療養介護安川、認知症疾患型介護予防短期入所療養介  

護費（Ⅳ）の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川）若しく‡   

ii要支援2  1，掴8単位  

b ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川）  

l要支援1  857単位  

ii要支援2  1，048単位  

注1老人性認知症疾患療養病棟（指定介護予防サービス基準量．ユ旦Z  
条第1項第4号に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。  
以下同じ。）を有する病院である指定介護予防短期入所療養介   
護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合  
しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該  

届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定介護予防  
短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分  

及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用  

者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。  
ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員  
数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚  
生労働大臣が定めるところにより算定する。   

2J吐について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場  
合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  
を算定する。   

3 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ  
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予  
防短期入所療養介護事業所との問の送迎を行う場合は、片道に  
つき184単位を所定単位数に加算する。   

4 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護予防  

短期入所療養介護費川、認知症疾患型介護予防短期入所療養介  
護費（Ⅱ）、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）、認知  

症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）又は言忍知症疾患型介護  

予防短期入所療養介護費（Ⅴ）を支給する場合は、それぞれ、認知  
症疾患型介護予防短期入所療養介護費川の認知症疾患型介護予  
防短期入所療養介護費（H）、認知症疾患型介護予防短期入所療養  
介護費川）の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（H）、認  
知症疾患型介護予防短期入所療養介護責ほ）の認知症疾患型介護  

予防短期入所療養介護費（H）、認知症疾患型介護予防短期入所療   
養介護費（Ⅳ）の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費川）星  

は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）の認知症疾患型  

ー7－  



は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費刑の言忍知症疾患型   

介護予防短期入所療養介護費川）又は認知症疾患型経過型介護予   

防短期入所療養介護費川）を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者  

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室  

を利用する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者   

5 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1  
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出  
があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。   

6 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養  
介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受け  
た指定介護予防短期入所療養介護については、認知症疾患型介  

護予防短期入所療養介護費は、算定しない。  
」且」栄養管理体制加算  

（－） 管理栄養士配置加算  12単位  

（ニ） 栄養士配置加算  10単位   

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

2 に）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

いる場合は、算定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

介護予防短期入所療養介護費（H）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  
虫l附i仁ナ」薯 lJ■■■lヽ■r■－l．：■l  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室  

を利用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者   

5 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1   
の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出   
があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。   

6 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養   
介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受け   

た指定介護予防短期入所療養介護については、認知症疾患型介   
護予防短期入所療養介護費は、算定しない。  

L吐 栄養管理体制加算   

卜） 管理栄養士配置加算  12単位   

に） 栄養士配置加算  10単位   

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

2 に）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

いる場合は、算定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  予防短期入所療養介護事業所であること。  

」且療養食加算  23単位   23単位  1吐療養食加算   
．   
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注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府  

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養  

食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて  
いること。   

」旦」特定診療費  

利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療  

行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に  
厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。   

ホ 基準適合診療所における介護予防短期入所療養介護費   （略）  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府   

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予   
防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養   
食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。   
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  

ること。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容   
の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して   
いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて   
いること。  

特定診療費  

利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療  

L吐  ＿  

行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に  
厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。   

ホ 基準適合診療所における介護予防短期入所療養介護費   （略）  
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1 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の見直し  

介護療養型医療施設における経過措置  
こ 末までの経過  な類型として、経過型介護療養型医療施設を  二っ  

創設することとし、人員・設備に関する基準は以下のとおりとする。  

＜人員に関する基準＞  

・医師の配置を2名以上とする。  
・看護職員、介護職員の配置をそれぞれ①又は②のとおりとする。  
① 療養病床を有する病院の場合 8：1以上、4：1以上  
② 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の場合  

5：1以上、6：1以上  
＜設備に関する基準＞  

・現行の廊下幅の基準を内法1．2m以上（両側に居室が有る場合、内  
法1．6m以上）とする。   



2 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の見直し  

介護老人保健施設における経過措置  

○ 介護療養型医療施設及び医療療養病床から転換した介護老人保健施設に   

ついては、   

① 1床当たりの面積基準を6．4Ⅰ迂以上とする。   

② 廊下幅の基準については、内法1．2m以上（両側に居室がある場合、  

内法1．6m以上）とする。   

※ ①の面積基準については、平成23年度末までの経過措置とする。  

3 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の見直し  

○ 短期入所療養介護についても、指定介護療養型医療施設及び介護老人保   

健施設の人員設備基準と同様の見直しを行う。  

4 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ   

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の克直し  

○ 介護予防短期入所療養介護についても、指定介護療養型医療施設及び介   

護老人保健施設の人員設備基準と同様の見直しを行う。   




